
生駒市条例第３４号 

 ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和７年９月３０日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例を廃止する条例 

ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例（平成１３年４月生駒市条例第１２号）は、廃

止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に廃止前のＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例（以下「旧

条例」という｡)第７条の規定により納付を受けた使用料に対する旧条例第８条

の２の規定の適用については、令和８年５月３１日までの間、なお従前の例に

よる。 


